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新交通体系と観光に関する調査特別委員会（第３回） 
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午前９時５９分 開会 

○横田委員長 おはようございます。 

 時間前ですけれども、皆さん集まっていますの

で、始めたいと思いますけれども、よろしいです

か。 

 それでは、第３回新交通体系と観光に関する調

査特別委員会をただいまから行います。 

 今日の協議事項として、前回お願いしました資

料要求の説明と質疑についてということで、ま

ず、政策のほうからお願いし、その後、副町長の

ほうからお話があるということですので、進めて

いきたいと思います。 

 それでは、政策推進課長、お願いします。 

○中村政策推進課長 それでは、資料に基づきま

して説明をさせていただきたいというふうに思っ

てございます。 

 それでは、要求資料項目一つ目の、北海道縦貫

自動車道七飯インターチェンジ（仮称）から函館

新道までの計画路線の進捗状況に関する資料と、

二つ目の函館新幹線総合車両所の一般公開に向け

た進捗状況に関する資料について、資料に沿って

御説明させていただきます。 

 初めに、資料１、北海道縦貫自動車道の進捗状

況をごらんください。 

 北海道縦貫自動車道は、道南地域における高速

交通ネットワークの確立に向け、北海道縦貫自動

車道を初め函館江差自動車道、松前半島道路、函

館新外環状道路と連携しながら事業が進められて

おり、ことしの３月の２８日には、函館新外環状

道路、空港道路の赤川インターチェンジから函館

空港インターチェンジの間の約７.６キロメートル

が開通しまして、函館空港から大沼までの所要時

間も大きく短縮されたところでございます。 

 北海道縦貫自動車道、七飯－大沼間の七飯町字

仁山から森町赤井川まで、高速ネットワークの拡

充による道央圏と道南圏の連絡機能の強化を図

り、地域間交流の活性化及び重要港湾函館港や拠

点空港、函館空港等への物流の効率化等の支援を

目的とした延長約１０キロメートルの高速自動車

国道の整備が進められているところでございま

す。 

 また、七飯藤城から七飯間の字藤城から字仁山

の約３キロメートルは、早期事業着手に向けて国

土交通省へ要望等を行っているところでございま

す。 

 現在、事業が行われている区間についてです

が、資料がございます、①事業区間は、七飯町字

仁山から森町赤井川、延長は１０キロメートル。 

 ②道路規格は２種２級でございます。 

 そして、③事業着手は平成１７年度となってい

るところです。 

 別添資料１をごらんいただきたいというふうに

思います。 

 現在進められている延長約１０キロメートルの

区間は、北海道縦貫自動車道の整備計画区間直轄

となっておりまして、北海道開発局函館開発建設

部によって整備が進められており、大沼トンネル

の約７キロが着工されてございます。大沼トンネ

ルは本坑と避難坑が並行の位置で整備されており

ますが、本坑工事に先立ちまして、まず避難坑工

事が行われております。工事は峠下側から掘削を

進める峠下工区と、西大沼側から掘り進めます西

大沼工区がございます。避難坑の延長７,０４１.

８メートルのうち、峠下工区の１期工事で延長２,

９７５メートルと、西大沼地区の１期工事で延長

２,６６６メートルがことしの４月末で終えまし

て、現在は避難坑の中心部の工事を進めておりま

して、工期は西大沼側は令和７年３月の１９日ま

での４年間、峠下側は令和８年３月１９日までの

５年間を予定しているところでございます。図面

ではちょうど真ん中あたりに黒の波線により表示

しているところの避難坑のトンネル工事、延長１,

４００メートルが進められているところでござい

ます。資料の下段に断面図がございますが、避難

坑は左側ですが、高さ３.６メートル、幅員４.２

６メートルとなっております。そして右側、本坑

の断面は、高さが７.１メートル、幅員が１０.２

５メートルと、避難坑の倍以上の大きさがあり、

掘削が必要となってまいります。また、避難坑と

本坑を連絡する連絡坑の工事も進められていくこ

ととなります。 

 次に、七飯インターチェンジから函館新道まで

の間について御説明申し上げます。 

 当該区間につきましては、現在のところ事業化
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がされておりませんので、御説明申し上げるのは

難しいところでございますが、現在公表されてお

ります北海道開発局の資料により御説明申し上げ

ます。 

 資料１の２でございますけれども、政府は、防

災、減災、国土強靭化の取り組みのさらなる加速

化を図るために、令和３年度から令和７年度まで

の５年間で追加的に必要となる事業規模を政府全

体で１５兆円程度をめどとしまして、重点的かつ

集中的に講ずる対策を定めました防災・減災・国

土強靭化のための５か年加速化対策を令和２年１

２月に閣議決定しまして、北海道開発局が令和３

年４月に北海道における５か年の具体的な進捗見

込みを示したところでございます。その資料の一

部がこの資料となってございます。 

 文字が小さいことから、資料１の３で拡大して

おりますが、北海道縦貫自動車道の七飯－大沼間

については、測量設計、物件補償、改良工、橋梁

工、そしてトンネル工推進としまして、今後５年

以内に大沼トンネル工（本坑着手）と明示された

ところでございます。 

 また、七飯藤城から七飯間については、関連道

路との事業調整を推進と明示されたところでござ

います。 

 続きまして、資料１－４、要望書一覧をごらん

ください。北海道縦貫自動車道に関する国等への

要望活動についてまとめた一覧表でございます。 

 北海道町村会で、事務局が北海道町村会政務部

となっており、要望概要は、北海道の諸課題解

決、道路網の整備促進等を含むものでございま

す。東京要望は６月くらいに行われまして、衆参

院国会議員、総務省、国土交通省、経済産業省ほ

か、要望してございます。今年度に限りまして

は、本日、町長が上京しまして、この町村会の要

望のほうで上京している状況でございます。 

 続きまして、渡島総合開発期成会で、事務局が

渡島町村会となっており、要望概要は渡島管内の

開発促進としまして、北海道縦貫自動車道の整備

促進を含んでございます。 

 札幌要望として、北海道開発局、北海道庁、そ

して東京要望として、衆参両院国会議員、国土交

通省ほかに要望してございます。 

 北海道町村会では、渡島総合開発期成会の要望

は、道路に限らず、例えば新幹線の札幌延伸等、

ハード事業全般の要望となってございます。 

 次に、道路に特化した要望についてでございま

すけれども、北海道高速道路建設促進期成会で

行っておりまして、北海道商工会議所連合会の要

望とあわせて、北海道商工会議所連合会が事務局

となっております。要望概要は、高規格道路幹線

ネットワークの早期完成で東京要望を行っており

ます。 

 次に、北海道縦貫自動車道建設促進道南地方期

成会で、函館市が事務局となっております。要望

概要は、道南地域における高速ネットワーク確立

となっておりまして、札幌要望を渡島総合開発期

成会要望と合同で行いまして、東京要望は衆参両

院国会議員、国土交通省ほか、要望を行っている

ところでございます。 

 なお、道南には、ほかに道路の期成会も四つほ

どございまして、ほかに三つありまして、こちら

の４期成会によって合同により要望活動を実施し

ているところでございます。 

 続いて、資料１の５をごらんいただきたいと思

います。 

 先ほどの要望活動のところで、一番分かりやす

い資料を準備させていただきました。 

 渡島総合開発期成会における北海道縦貫自動車

道の整備促進について、要望書の抜粋となりま

す。左の枠内にありますとおり、重点要望事項と

しまして、北海道縦貫自動車道を要望してござい

ます。 

 １点目の要望事項は、七飯藤城インターチェン

ジから大沼公園インターチェンジの間の早期整

備。 

 そして２点目は、国縫インターチェンジから八

雲インターチェンジ、１７キロ区間の４車線化の

整備となっているところでございます。 

 次に、右下の表の黄色い部分をごらんいただき

たいというふうに思います。現在、事業が進めら

れている１０キロメートル区間が新直轄方式によ

り調査、設計、改良工事、トンネル工事が進めら

れておりますが、完成の見込みにつきましては、

開通未定となっております。また、その下の約３
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キロメートルの七飯インターチェンジから函館新

道までの区間についても、重点要望事項として含

んでございますが、現況としては、いまだ未着手

となっており、本路線の整備と開通が確実なもの

となるよう、道路予算の総額確保、必要な道路整

備の推進が図られるよう、渡島総合開発期成会と

して要望をしているところでございます。 

 続きまして、資料２でございます。２点目に要

求のございました函館新幹線総合車両所の一般公

開に向けた進捗状況に関する資料につて御説明を

申し上げます。 

 資料の２の函館新幹線総合車両所の概要をごら

んいただきたいというふうに思います。 

 １、車両所の概要といたしまして、名称は北海

道旅客鉄道株式会社函館支社函館新幹線総合車両

所となっており、所在地、位置、敷地面積はごら

んのとおりでございます。配置車両は、Ｈ５系が

４０両、内訳といたしましては、１０両編成が四

つ、４編制ということでございます。車両検査

数、ちょっと古いのですけれども、２０１７年４

月から２０１８年３月の１年間実績でございま

す。大きく六つに分類されてございまして、仕業

検査６,４９０両、交番検査７３０両、ＡＴＣ特性

検査３３両、列車無線検査２１両、台車検査２０

両、全般検査２０両というところでございます。

所歴はごらんのとおりでございます。 

 続いて、組織図でございます。令和３年６月１

日現在を今回整理をさせていただきました。所長

が１名、副所長が１名、総務企画部門に総務グ

ループとしまして７名、そして検修部門には、資

材グループ、品質管理グループ、工場検修グルー

プ、運転検修グループ、当直など、９９名、合計

で１０８名の職員となっております。 

 このほか、グループ会社といたしまして、北海

道ＪＲ運輸サポート株式会社が交番検査時の車両

検査、清掃業務、札幌交通機械株式会社が空調装

置、座席関係、台車部品等の検修作業、車体塗

装、部品車両の検修作業、北海道クリーンシステ

ム株式会社が廃棄物分別処理、構内警備業務に従

事をしているところでございます。 

 主な設備と概要でございますが、次のページを

ごらんいただきたいというふうに思います。４

ページのほうも、配置図をあわせてごらんいただ

きたいというふうに思いますが、それぞれの設備

の役割等の概要につきましてはごらんのとおりで

ございます。 

 なお、４の配置図のほうでございますけれど

も、現在、Ａの着発収容線は４車線となっており

ますが、札幌開業時には８線ふえまして、１２線

まで拡大される予定となってございます。総合試

験車留置線も１線配置される予定となっており、

こちらは赤の点線で表示しているところでござい

ますので、ごらんいただきたいというふうに思い

ます。 

 次に、資料２の１、北海道新幹線、函館新幹線

総合車両所パンフレットでございますが、こちら

はＪＲ北海道が作成したもののコピーとなってご

ざいます。詳細につきましては、こちらを掲載し

てございますので、参考までごらんいただきたい

というふうに思います。 

 続きまして、資料２の２でございます。函館新

幹線総合車両所の視察及び見学状況についてでご

ざいますが、北海道新幹線開業当初からＪＲ北海

道へ車両所を見せてもらうことができないか協議

していたところでございますが、車両所人員が全

て出払っているというほか、開業から３年程度は

車両所での全車種の検査が全て行われていない状

況や、受け入れする職員がまだノウハウがないと

いうのもあって、なかなかよい回答は得られずに

おりましたが、平成３０年度にＪＲ北海道から町

職員を対象とした現地視察の提案がございまし

て、平成３１年２月の２０日に町職員９名が車両

所内を視察してございます。 

 次のページ、令和元年１１月７日には、町内に

おいて北海道新幹線の建設促進に関する活動を

行ってございます七飯町北海道新幹線建設促進期

成会の役員の皆様と事務局が車両所内を視察して

ございます。この視察において質疑等が行われ、

車両所の一般公開や、お祭りにつながるのが具体

的に何年後といった想定かといった質問もござい

ました。ＪＲ北海道の回答は、視察会を経て、こ

れから少しずつ何らかの形で進めていきたいとい

う思いはあるものの、公開の人員確保、そして車

両所までの交通アクセス、２０３０年、札幌開業
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までの車両編制等による実際に車両所内で見られ

る状況、そもそも施設が見学を想定されたつくり

になっていないという、様々なハードルがあり、

一つ一つクリアしていくこととなるために、何年

後といった具体的な回答はできないといった回答

でございました。 

 このことから、七飯町としては、せっかく町に

ある貴重な施設でございますので、毎年継続して

車両所を視察できるよう、ＪＲ北海道と協議を重

ねており、町内の子供たちが車両所を身近に感じ

られるよう、見学会の協議を進めました。 

 次のページをごらんいただきたいと思います。 

 協議の結果、令和２年１１月の１３日に町立の

大中山保育所の４歳と５歳の園児と引率、事務局

を含めまして４６名が見学会に参加し、楽しんだ

ところでございます。 

 このように、一般公開の見通しは、今のところ

新幹線札幌延伸までの間は、車両所内には公開の

ための人員確保がされているとは言えず、現段階

では難しい状況と捉えてございます。 

 町といたしましては、見学会の協議を途切れる

ことなく継続して進めまして、七飯町内の子供た

ちが少しでも新幹線を間近に見られるよう、令和

３年度も見学会の開催をＪＲ北海道と協議を進め

ているところでございます。 

 以上、簡単でございますが、資料の説明とさせ

ていただきます。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 暫時休憩します。 

午前１０時１７分 休憩 

────────────── 

午前１０時１８分 再開 

○横田委員長 休憩前に引き続き再開いたしま

す。 

 ただいまの政策推進課長の御説明の資料１、資

料２について、何かお聞きしたいことはあります

でしょうか。よろしいですか。 

 若山委員。 

○若山委員 資料１の４で要望一覧ということで

載っていて、前回の特別委員会の資料では新幹線

の要望のやつも一覧の中に入っていたのですけれ

ども、新幹線の要望のほうはもう役割を終わった

のでなくなったという、そういうことなのでしょ

うかということと、この要望書を、前回は要望書

の内容のようなものも、令和元年のやつをもらっ

ているのですけれども、毎年要望する内容につい

ては同じような内容なのか、都度、フォーマット

を変更したり、そういうことをされているのかど

うか、ちょっとそこのところを、ニュアンスで構

わないので、教えていただければと思います。 

○横田委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 ２点御質問いただきまし

た。 

 まず、今回の資料で、新幹線関連の要望関係の

資料がないということでございますが、こちらも

同様といいますか、昨年と引き続き要望してござ

います。今回の所管の内容といたしまして、縦貫

自動車道に特化した内容でございましたので、そ

の部分は資料として割愛させていただいたという

内容でございます。 

 また、実際に行われている要望活動の内容でご

ざいますが、基本的には要望する内容というのは

グレードアップしていくというような内容でござ

いますので、これまでの要望内容が下がっていく

ということはまず考えにくいというところでござ

います。基本的な枠組みといたしましては、昨年

と同様の形の中で要望活動がされているというと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○横田委員長 よろしいですか。あとあります

か。 

(「なし」と呼ぶ声あり) 

○横田委員長 なしということで、今の政策推進

課長の資料１、資料２については以上でありま

す。 

 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 貴重なお時間をいただきま

して、こちらのほうから情報提供をさせていただ

きたいという部分でございます。 

 まず、今回、情報提供させていただきたいとい

うのが、利用の少ない無人駅、池田園駅、流山温

泉駅、銚子口駅の見直しについてというところで

ございます。 

 現在、ＪＲ北海道では、厳しい経営状態の中、
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実施している様々なコスト削減の一環といたしま

して、利用の少ない無人駅の見直しを行っており

ます。七飯町内では、池田園駅、流山温泉駅、銚

子口駅の３駅がその対象となってございます。 

 まず、これまでの経過から説明させていただき

ますと、お手元の資料のとおり、１の（１）、令

和２年７月２日付で、極端に利用の少ない無人駅

の見直しについて、ＪＲ北海道函館支社長から七

飯町に対して書面で協議がございました。 

 協議の内容については、３駅について、過去５

年間での１日平均乗車人数が極端に少ない状況に

あるために、見直しを進めたく、ＪＲ北海道が３

駅を廃止するか、またはＪＲ北海道にかわって七

飯町が維持管理して存続させるか、いずれかの方

針を示してほしいというものでございました。 

 ここで言います極端に利用が少ない状況とは、

過去５年間の１日平均乗車人数が５人以下の状況

を言いまして、令和２年度までの過去５年間平均

では、池田園駅は２.６人、流山温泉駅は０.８

人、銚子口駅は１.４人という状況となってござい

ます。 

 この協議に対しまして、（２）でございます。

令和２年７月１０日付で、七飯町長名で、七飯町

としては、施設の老朽化をかんがみれば、当該３

駅をそのまま維持管理していくことは困難であ

り、また、ＪＲ北海道に対して、地域住民及び地

域の産業従事者に対して見直しの必要性等を十分

説明した上で、円滑に作業を進めるようにするこ

と及び現在３駅を利用している町民がいる場合

は、最寄り駅までの代替交通手段を用意するな

ど、見直し後もこれまで同様の生活が続けられる

ような措置を講ずることを要望してございます。 

 （３）でございます。令和２年７月２７日に、

これまでの経過を七飯町総務財政常任委員会にお

いて情報提供をしてございます。 

 その後、（４）、令和３年１月２０日には、１

８時から軍川振興会館において、３駅の見直しに

関する住民説明会を開催し、ＪＲ北海道函館支社

の担当職員から、地域住民に対して、見直しの理

由や時期について説明してございます。 

 この説明会の開催に当たっては、大沼地区に配

布する町の広報紙に説明会の開催のチラシを折り

込み、あわせまして大沼地域にある８町内会の会

長宛に開催を案内する文書を送付し、周知してご

ざいます。 

 説明会の開催結果は別紙のとおりでございます

が、説明会の参加者は８名でございまして、その

うち４名の方から発言があり、発言した４名のう

ち３名が、流山温泉駅のある流山温泉牧場の職員

の方でございました。 

 その後、（５）、令和３年６月の１５日付で、

大沼地域の８町内会長と一般社団法人七飯大沼国

際観光コンベンション協会及び一般社団法人ぐる

り道南観光推進協議会の観光団体２団体に対しま

して、住民説明会の開催結果と、七飯町として３

駅の廃止を容認する考えであることを書面で通知

して、６月３０日を期限に意見を照会してござい

ます。 

 この意見照会の結果、一般社団法人七飯大沼国

際観光コンベンション協会から、廃止が致し方な

いなら、代替交通の検討等による地域住民の利便

性の確保を考えていただきたいという内容の回答

があり、ほかの団体からは意見はございませんで

した。 

 さらに、（６）、令和３年７月１日に開催しま

した第３回七飯町地域公共交通活性化協議会にお

いて、地域公共交通計画の検討に必要であること

から、３駅の見直しの経過と今後の予定につい

て、本日と同様の内容を情報提供しているところ

でございます。 

 次に、今後の予定でございますが、資料にござ

いますとおり、（１）です。令和３年９月下旬こ

ろに、ＪＲ北海道の社長名で、七飯町長に対し

て、３駅が見直し対象に決定した旨の通知がある

予定でございます。 

 その後、（２）ですが、令和３年１２月に、Ｊ

Ｒ北海道より、３駅を含む駅の見直しをプレス発

表し、（３）、令和４年３月に、令和４年のダイ

ヤ改正にあわせた３駅が廃止されることとなる予

定でございます。 

 また、ただいま申し上げましたとおり、現在は

ＪＲ北海道の公式発表前でございますので、この

資料につきましては御注意いただきますようよろ

しくお願いいたします。 
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 以上、情報提供でございます。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 今の件について、何かありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 方向性としては、もうしようがない

のかなという印象を持つし、この軍川振興会館の

説明会に僕も出ていたので、参加人員が少ないと

いうことで、町民のあれもあまりないのかなとい

う感じがあったのと、ただ、１５０万円、年間、

除雪費が多いようなのですけれども、１５０万円

でその建物を維持するとかというのは、ちょっと

そのぐらい何とかできないのかなというのが率直

な気持ちで、町がこれを出さないと廃止以外にな

いということだったのだけれども、建物がなくて

も、列車がとまるとか、そういうことの住民に対

する安心というのですか、そういうものの影響と

か、あるいは、今後、新幹線が札幌まで開通した

場合に、民間に移行するような場合に、１回廃止

された駅というのはもう元に戻らないのだろうな

と思うので、その辺の町のほうの考え方というの

ですか、もう少し何とか維持の方向でというよう

な努力というか、そういうものはなかったのかど

うか。１日１人しか乗り降りしないというような

状況では、本当にもうしようがないのかなとは思

うのですけれども、その辺のところ、もうちょっ

と説明をしていただければなと思うのですけれど

も。 

○横田委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 まず、やはり維持費用とい

うところがやっぱりネックになってございまし

て、先ほど申し上げました１５０万円という話で

ございます。こちらも要はランニングコスト、目

に見えるランニングコストというところでござい

ます。ただ、やはり施設の老朽化の部分で、例え

ば池田園駅で言いますと、跨線橋があるだとか、

そういった部分を将来ずっと維持し続けるという

部分まで考えますと、なかなか町としてそこの部

分までを負担していくというのはなかなか難しい

のかなというところで、苦肉の策といいますか、

苦肉なところでございますけれども、そういった

判断したというところでございます。 

 また、若山委員おっしゃいました、並行在来線

の関係等の中で、そのときに、例えば三セクで運

行するとなったときに、駅が復活できるかという

ような話もあろうかと思いますが、現実的には、

ＪＲ北海道さんも難しいというような状況の中

で、三セクで復活させるというのは本当に相当難

しい話になろうかなというふうに思ってございま

すので、この部分は、正直、かなり厳しい話では

ないのかなというふうに思っているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○横田委員長 よろしいですか。 

○若山委員 はい。 

○横田委員長 あとありますか。 

 中島委員。 

○中島委員 説明会のことなのですけれども、こ

の内容を見ますと、利用されている方は、やっぱ

り廃止したら困るというような形で、ぜひ存続さ

せてほしいというような形に出ていますけれど

も、一応財政的にも、やはりＪＲとして、やはり

財政的にも非常に厳しいのでしょうけれども、そ

の中で、もう来年の３月、これにはダイヤ改正の

ときに駅を廃止するというような予定になってい

ますけれども、これは確定と見ていいのかどうな

のか、その辺、ちょっと教えていただきたいと思

いますし、また、今、話も出ましたけれども、年

間経費が１５０万円ぐらいですか、これが高いか

安いかというのは、また判断も違ってくると思い

ますけれども、利用されている方から見ると、や

はり年間１５０万円ぐらいなら何とか存続させ

て、町のほうで経費をみて、やってくれないもの

なのかと、そういうふうな考えもあるかと思うの

ですが、その辺の、説明会でそういう話が出な

かったのかどうなのか聞きたいと思いますし、ま

た、年間の駅の利用者、月別でもいいのですけれ

ども、年別でもいいのですけれども、どのぐらい

の人数が利用されているのか、月、また年間、そ

の人数を把握してあるのであれば、利用されてい

る延べ人数でもいいですから、ぜひ分かっていれ

ば教えていただきたいなというふうに思っており

ます。よろしくお願いします。 

○横田委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 まず、駅の見直しの時期の
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お話でございます。確定されているかどうかとい

う答えで言いますと、まずＪＲ北海道さんのほう

で確定をしていくことになりますが、その見通し

として、来年の３月末のダイヤ改正にあわせて

やっていきたいということでスケジュールを組ま

れているというところでございます。現実、ここ

まで来るまでの間、実は前回、総務財政常任委員

会に報告した際には、その１年前に流山温泉のほ

うが１年間前倒しで見直しをしたいというよう

な、最初、ＪＲ北海道からございました。コロナ

の影響もあって、地域のほうに説明はなかなか難

しいこともあって、流山温泉の部分も、池田園駅

と銚子口駅とあわせてリミットとして令和４年３

月というふうに引き伸ばしたというような経緯も

ございますので、令和４年３月の見直し時期とい

うのはなかなかもう変わらないのかなと思ってい

るところでございます。 

 続いて、１５０万円が安い、高いという話もな

かなか難しいところでございますけれども、実際

に維持管理コスト、車両、駅舎等を維持する以外

のかかる経費として、例えば車両が一度とまって

スタートするための燃料代ですとか、それは金額

はさほどならないらしいのですけれども、駅舎が

あることによって、ＪＲ側が設備を点検するよう

な人件費、そういった部分が、やはり回数が減ら

しても、少なくても、これはかかってしまうとい

うところで、そこの部分では経費の圧縮ができな

いというようなＪＲ側の回答もございましたの

で、車両をふやしたり減らしたり、本数を減らし

たら安くできるとかということもならないよう

で、なかなか難しいような状況なのかなと思って

ございます。 

 あと、延べ人数でございますが、延べ人数自体

は、実際、示されたものはなくて、説明会で示さ

れたのが、定期券の発行枚数というところで、例

えば池田園駅で言いますと、令和元年が、通学者

で２８か月分。２８か月分ですので、夏、冬、使

う方もいらっしゃる、冬は使わないだとか、ある

かも分かりませんが、２８か月分の池田園駅が利

用されている。そして、流山温泉の通学者の定期

券は令和元年度はゼロとなっております。銚子口

は、令和元年の通学者は２２か月分というところ

でなってございます。恒常的に使われる方々は、

１２で割り返しますと二、三人だというような形

が見えるのかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○横田委員長 よろしいですか。 

 あとありますか。 

 副町長。 

○宮田副町長 済みませんが、費用の関係で少し

補足説明させていただきます。 

 費用の関係で、１５０万円というお話がござい

ますけれども、一応説明会のときにＪＲのほうか

らされているのは１５０万円から約２００万円、

それが大体一駅ということになります。今、３駅

なので、４５０万円から６００万円、年間、ラン

ニングコストがかかるというような形で、一応補

足説明させていただきますのと、今後、大きな課

題としては、駅舎も古くなりますものですから、

結局、駅を残すとすれば、町のほうで改修費だと

か、そういうものも出てくることになろうかなと

思ってございます。そのほか、一番大きな問題と

しては、池田園駅に跨線橋があるのですが、あの

跨線橋を維持するためには、残すとなると相当な

費用がまたかさむようなことが想定されますの

で、その辺も含めますと、町のほうでその分を維

持管理を持っていくというのはかなり厳しいなと

いう認識でいるということについては申し添えた

いと思います。 

 以上です。 

○横田委員長 今の副町長の件について、ありま

すか。 

(「なし」と呼ぶ声あり) 

○横田委員長 あとありますか。ないですか。 

(「なし」と呼ぶ声あり) 

○横田委員長 では、私のほうからちょっとお聞

きしたいのですけれども、今回の鹿部線の中で、

七飯町に含まれている３駅だけが該当したのか。

結局、ほかで同じような人数しか使っていないと

ころがあるというふうに話を聞いているものです

から、その辺はＪＲのほうでそれというのは対象

にしたのかしないのか、それとも、対象にしたけ

れども、地元の町村がやる、継続するということ

を言ったのかという点について、ちょっと伺いた
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いと思います。 

 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 ＪＲ北海道は、正直申し上

げますと、ほかのまちのことは情報を開示しませ

んので、北海道全体で５人以下の駅は何人いる、

どこどこですかという書類で示されてございま

す。恐らくそういったところには、それぞれのま

ちに協議をされているというようなところかと思

います。というところでございますので、恐らく

ですが、近くのまちでもそういった話は考えられ

るのかなというふうに思ってございます。 

 以上です。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 では、ただいま取り扱い注意の利用の少ない無

人駅の見直しについて、以上で終わりたいと思い

ます。 

 続きまして、商工観光課長のほうから御説明を

お願いいたします。 

 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 では私のほうから、大沼国

定公園の管理に関する進捗状況について、御提出

しております資料に基づきまして御説明をさせて

いただきます。 

 このたびの資料につきましては、北海道から示

されております資料を提出させていただきまし

た。 

 大きく大沼国定公園の道有施設等の管理体制と

いうことで、大きく三つの段階、経過に分かれて

表示がなされているところでございます。 

 まず、令和元年度までの部分でございますが、

道有施設、道が一般財団法人自然公園財団大沼支

部に維持管理を委託するという形で管理が行われ

てまいりました。委託内容といたしましては、美

化清掃、施設の維持管理等になります。道有施設

としまして、南大沼駐車場、それから東大沼野営

場、キャンプ場、その他の園地といたしまして、

小沼に蓴菜沼、日暮山等のトイレということに

なってございます。さらにその下に、これらの維

持管理にかかる財源といたしましては、南大沼駐

車場を有料としてこの料金をあてる、そのほか、

東大沼野営場、キャンプ場につきましては無料で

サービスを行っていると。その他の園地等、トイ

レ等につきましても無料ですよと。さらに、これ

らの財源に不足を来した場合には、自然公園財団

の他支部の収益をあてることによって維持管理が

なされてきたということでございます。 

 続きまして、令和２年度になります。昨年度で

ございます。ちょうどこの令和２年度につきまし

ては、皆様御存じのとおり、新型コロナウイルス

感染症の拡大によりまして、外出の自粛等によっ

て、特に南大沼駐車場への来場がほぼなくなって

きたということになってございます。道有施設の

維持管理委託の内容につきましては、先ほど御説

明したとおり、同様の内容でございますが、その

財源におきましては、南大沼駐車場の料金収入が

見込めないことから、こちらについては無料とし

たこと、そして、その足りない部分の財源につき

ましては、先ほどと同様、自然公園財団の他支部

の収益をあてることによって維持管理を運営して

いくという形でございました。さらに、昨年度は

７月に、皆様の御理解もいただきまして、議決を

いただきまして、これら道有施設のサービス提供

のために北海道から協議があり、七飯町といたし

まして、これら施設の上下水道料金相当額を七飯

町が負担し、その他、施設の電気料金等は北海道

が負担すると、協議に基づきまして負担金を支出

して、これらサービスを運営してきたというとこ

ろでございます。 

 さらに、令和２年度をもちまして自然公園財団

大沼支部が撤退をするということになりました。

先ほどから申し上げていますとおり、これら道有

施設の維持管理の経費にあてている部分に不足を

来しており、他支部の収益をあてているというこ

とが長らく続いたことによるものでございます。 

 そのため、今年度、令和３年度につきまして

は、道の維持管理業務の委託を、自然公園財団大

沼支部が撤退しているため、ぐるり道南観光推進

協議会がこの維持管理を請け負うということにな

りました。委託内容につきましては、先ほど御説

明した内容のほか、こういった財源構成、財源に

不足を来している状況に対する将来の維持管理方

法の検討ということもあわせて委託業務の中に盛

り込まれてございます。現在、ぐるり道南観光推

進協議会におきまして、先ほど来の道有施設等の
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維持管理については委託業務として実施をなされ

ているところでございます。財源につきまして

は、南大沼駐車場は無料としていただきたいとい

うことで、地域の意向もございまして、無料で駐

車場を開放してございます。キャンプ場につきま

しては、今年度については無料ということで取り

組んでございます。その他の小沼、蓴菜沼、日暮

山等のトイレについても無料ということでござい

まして、この維持管理委託にかかる財源について

は、業務委託料として北海道が負担しているとい

う流れでございます。 

 また、ぐるり道南観光推進協議会におきまして

は、このたび新たに北海道の道有施設等の維持管

理業務を請け負ったことから、今後、地元地域の

方々とともに運営協議会を設立してまいりたいと

いうようなお話でございました。 

 現在は、これら道有施設等の管理につきまして

は、この委託業務によって管理がなされていると

いうところでございます。 

 御説明は以上でございます。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 ただいまの件について、御質問ありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 いろいろな経緯があってこうなって

あれなのだけれども、一番最後の令和３年度の財

源として業務委託料を北海道負担になっているの

だけれども、七飯町も予算で幾らか出すというこ

とであれしていますよね。それはこの委託に入っ

ていないのか、それとも別なものなのか。僕は、

道が出すお金とあわせて１,５００万円をこういう

委託をすると考えていたのですけれども、その資

金の収入と支出の関係というのはどうなっている

のですか。ここには北海道負担としか書いていな

いのですけれども。 

○横田委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 このたび御提出させていた

だきました資料につきましては、北海道が示して

いる、公表している資料に基づきまして御説明を

させていただきました。今お話にありましたとお

り、七飯町といたしましては、大沼国定公園の維

持管理、整備、そういったものに地元として負担

していくということで、３００万円、議決いただ

きまして、執行しているところでございますが、

この３００万円は、こちらの資料で言っている、

北海道が維持管理委託をしている部分にあてると

いうことではなくて、この業務の内容に盛り込ま

れていない部分も含めまして、こういった経費が

必要であろうと積算をしたところでございます。

例えば、北海道の維持管理業務に含まれていない

ものの例といたしまして、公園の園地内の散策路

等の草刈り、維持、そういったものは明示をされ

てございません。そのほかにも、冬期間の除雪に

つきましても、一部、駐車場の半分の区画分の除

雪は盛り込まれていますが、その他についての除

雪経費については盛り込まれていない。非常に必

要最低限度の業務内容となってございます。それ

らのみでは観光地としての大沼国定公園の魅力を

維持していくことは非常に困難であるということ

で、私ども積算しまして、北海道の負担、業務委

託料の負担は約１,２００万円と。それ以外の部分

を含めまして、町として積算しましたところ、約

１,５００万円の経費は最低かかるということで、

３００万円を地元として負担をしているというこ

とで支出をしております。その３００万円という

積算もございますが、このほかにも様々な整備、

例えば樹木の木名表示板だとか、それから、例え

ば木柵の補修とか、そういったいろいろな経費も

出てまいります。これらで必要十分な費用である

かと言われると、また今後もまた検討が必要では

ございますが、地元の方々の御協力もいただけて

いる状況でございまして、地域一体となって大沼

国定公園の適正な維持管理、整備に当たってまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○横田委員長 若山委員、よろしいですか。 

○若山委員 結局、そうすると七飯町の委託、

今、それ以外という言い方をして、散策路だとか

何とか言ったのですけれども、これについてもぐ

るり道南観光推進協議会のほうに委託しているの

か、あるいは別なところにそっちのほうは委託し

たのかというのをちょっと確認したいのと、本

来、道がもっともっとやらなければいけないので

はないかなという思いがあって、とりあえずゼロ

だったのが１,２００万円出すという形になったの
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で、よかったなと思って今回の決着をよしとして

いたのですけれども、今のあれでいくと、もっと

もっと除雪も含めて、もっともっと道に要望して

いかなければいけない内容なのかなという気がす

るのですけれども、要望すると、町も協力してく

れということで、幾らか出せと言われるのかもし

れないですけれども、そこのところの町の考え方

というか、どうなのかと。もっとやらなければい

けないという形があるので、最終的には東大沼野

営場の有料化だとか、そういうことで財源にあて

ようとしているようなことがあるのですけれど

も、これはやっぱり無料化でずっといってもらい

たいなと思うのですけれども、その辺の将来の維

持管理方法の検討というのは、これはどういう方

向性を持っているのか、どういう落ちつきを持っ

ているのか、今のところまだ全く未定なのか、そ

の辺のところをちょっと現状のところを教えてい

ただければと思います。 

○横田委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 まず、今、御説明に使用し

ました資料につきましては、北海道の委託業務と

いうことでまず御理解をいただきたい。 

 そして、従前、自然公園財団があったころか

ら、実は美化清掃負担金といたしまして、町のほ

うでも負担金を自然公園財団のほうに支出をして

まいりました。さらに、今回の場合は財団が撤退

し、その後をぐるり道南観光推進協議会が引き継

いだという形でございます。この道の維持管理委

託を受託しているこの団体に対して負担金を支出

しているのが今の形でございます。というのも、

直接維持管理業務を行っているところにあわせ

て、その他の部分につきましても維持管理を進め

ていただきたいという、効率的な部分もあります

ので、この形でぐるり道南に対し、町のほうも負

担金を支出させていただいているというところで

ございます。 

 それから、将来の維持管理の方向性について

は、現状、はっきり申し上げまして、決まってい

ることは何もありません。ただ、地元として、財

団が撤退するに当たりまして、地域の方々、それ

から観光団体等と、様々な機会を通じて意見交換

とかを行っている際にも、意見といたしまして

は、駐車場は無料にしてほしいというような希望

がありました。それに、東大沼のキャンプ場につ

きましては、無料か、それとも、非常に人気のあ

る施設でございますので、これを有料化して、こ

の財源にあてられないかといった様々な御意見も

出ているところでございます。ただし、これらに

ついては、方向性とか決まったところでは現状の

ところはないということで御理解をいただきたい

と思います。 

 また、大沼国定公園の維持管理、整備等につき

ましては、現在に至りましても、北海道に対して

はその都度要望をしているところでございまし

て、よりよい環境、そういったものを実現するた

めには、北海道に対してもっと要望して、御理解

をいただいて、整備を進めていきたいと町として

は考えてございます。その際に、町もできる限り

の協力はしてまいりますけれども、今この段階で

は、例えば費用負担とか、そういったものについ

ては、まるで現実的な協議等はありませんので、

それについてはちょっと御答弁は差し控えさせて

いただきますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

○横田委員長 若山委員。 

○若山委員 最後に一つだけ。そうすると、委託

先のぐるり道南観光に対しては、道からの委託と

町からの委託と二つあるのか、それとも道と町で

あわせて大沼のあれの委託ということで、一つの

委託契約になっているのか、そこのところは別々

にここをやってくれと七飯町が委託、ここをやっ

てくれと道が委託しているという、そういう形に

今のところなっているのですか。 

○横田委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 あくまでも北海道のほうの

業務委託料約１,２００万円は北海道との契約とい

うことになります。そして、町といたしまして

は、従来より美化清掃負担金という形で、負担金

をお支払いして、その他の環境整備等にあててほ

しいということでやってまいりましたので、今回

もぐるり道南観光推進協議会に対しまして３００

万円を負担金という形で、町としてそちらの団体

とお願いをしているということで御理解いただき
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たいと思います。 

 以上です。 

○横田委員長 よろしいですか。 

 あとありますか。 

 澤出委員。 

○澤出委員 今のことで関連してなのですけれど

も、道のほうから委託金が今年度というか３年度

では出ますよね。確認なのですけれども、例えば

令和４年度、５年度、６年度と、引き続いてずっ

と出していただけるという内容になっているかど

うか、そういう約束なのかどうかという部分で一

つお聞きしたいと思います。 

○横田委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 これは、まず令和３年度、

今年度につきましては、もう事実といたしまして

委託料を負担して維持管理を行っている。当然管

理者である北海道が行うというスタイルになって

ございます。 

 しかしながら、今回の令和３年度、資料のほう

にもございますけれども、将来の維持管理方法の

検討というものが盛り込まれておりまして、今

後、こういったものの成果、そういったものが出

てくることになれば、こういう形ではない費用負

担のあり方とかというものが出てくるかもしれま

せん。ただ、現段階は、ずっとこのような形でい

くということではないというような情報は伺って

いますが、かといって今年度だけで終わるのかと

いうのも、これまた別の話でございますので、残

念ながら確定的なことは申し上げることはできま

せんけれども、今後、数年にわたって、最も適切

に管理できる体制というものは、当然、北海道の

ほうでも検討をしている。そして、それに対応し

て、地域としてそういったことに対してもどのよ

うな形が適切かというのは要望している。ですか

ら、業務委託料が北海道が負担していく、その金

額の多寡も含めて、地元として必要に応じて要望

してまいるというような考え方でおります。 

 以上でございます。 

○横田委員長 澤出委員。 

○澤出委員 何となくそういうイメージでニュア

ンスは私も感じていたのですけれども、最初から

のセッションの中で、一応例えば東大沼キャンプ

場からの収益であるとか、最初の当初の話だと、

南駐車場からの収益をなどと言っていらっしゃい

ましたよね、北海道のほうとして。現状でそれが

無理だということがよく認識していただいたよう

で、こういうお金が出てくる話になったのですけ

れども、御説明の中で、ずっとあった中で、町の

負担金の中では、除雪とかその他のコンテンツと

いうか、要求された中に入っていない部分の足し

前というか、言い方は悪いですけれども、そう

いった形で３００万円拠出と。これもゆくゆく、

なるべく道の予算の中でやっていただくような形

に持っていかなければならないのも含めて、なる

べく早くスピードアップというか、ぐるりさん、

頑張ってやっていらっしゃるのもよく見ています

し、整備の関係とかも、何よりも将来の施設の維

持管理等についての話し合いをよくよく町とも進

めていただいて、なるべく早く協議会のほうも、

地元の意見ということもあるし、ボランティアの

やっぱり力がなければ、支出の部分というか、抑

えていくことができないと思いますので、早期に

立ち上げしていただいて、私もちょっと参加でき

ればと思っているのですけれども、そういったマ

ンパワー、地元の、そういうものを使うことに

よって、今までできなかった町からの道に対する

申し入れとか、これだけ頑張っているぞという姿

勢を見せられるいいチャンスでもありますので、

ぜひとも早期にそういう民間活力を入れ込んだ形

で、極端に言うと、北海道からそういう予算をも

らわなくても自立できるような方向でいけるのが

一番理想だと思いますので、含めて、北海道のほ

うではもうちょっと、河川管理とかはやっていた

だいているのですけれども、園地整備については

すごい消極的なところがありますから、そういう

ところに力を加えていただくためにも、環境生活

課のほうが頑張っていただけるように、バック

アップできるのが我々七飯町の力だと思いますの

で、その辺のところを含めて、観光課の考え方、

もうちょっと深く突っ込んで教えていただければ

と思います。 

○横田委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 今の御質問の内容、非常に

私どもも同感でございまして、北海道の費用負
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担、それから七飯町の費用負担、それから地域の

方々のそういった御努力というものをあわせて、

適切に管理が進められるように努めてまいりたい

というのが、どうしても同じような答弁になって

申しわけございませんが、というのが率直な考え

でございます。 

 あと、今、ぐるり道南観光推進協議会におきま

しては、地域との協議委員会の体制をつくるとい

うことで進んでおります。これは実は道の委託業

務に対しまして、ぐるり道南観光推進協議会が提

案した内容でもございますので、これについて

は、その立ち上げ等、それからその協議会の運営

につきましては、町といたしましても積極的に協

力をして、よりよい体制がつくれるようにやって

まいりたいと思います。 

 また、繰り返しになりますが、町といたしまし

ては、地域の貴重な大沼国定公園という財産です

ので、これが有効にその魅力を引き続き保てるよ

う、さらに魅力を上げられるように、道に対して

は必要な要望等を行っていくという考え方に変わ

りはございませんので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。 

○横田委員長 あとありますか。よろしいです

か。 

 それでは、商工観光課長のほうの資料は終わり

まして、最後に土木課長のほうからの資料が出て

いるやつの説明をお願いします。 

 土木課長。 

○佐々木土木課長 それでは、１枚ものの資料に

基づきまして御説明させていただきます。こちら

は北海道が事業を進めるに当たってつくっている

資料でございます。主要道道大沼公園鹿部線、防

災安全交付金（地方道）の概要。 

 主要道道大沼公園鹿部線は、森町赤井川地区

（国道５号線）と、七飯町大沼地区（大沼国定公

園及び鹿部線）を結ぶ延長約２３キロの主要幹線

道路である。 

 本路線は、駒ヶ岳噴火地域防災計画において避

難路に、また、北海道地域防災計画においても、

第２次緊急輸送道路に位置づけられている。さら

に、北海道縦貫自動車道大沼公園ＩＣと大沼国定

公園を直結する路線であり、防災面に加えて、広

域周遊ルートの多様化や観光振興に寄与するもの

と期待される路線である。現道は幅員が狭小で線

形の悪い、最少半径３０、最急勾配７.３％、隘路

区間を有していることから、避難路及び安全な交

通の確保を図るものである。国道５号線よりＨ９

からＨ３０で３.１４８キロメートル、Ｒ１で０.

２６キロメートル完成しており、合計３.４４キロ

メートルが完成しております。Ｒ４で０.６６キロ

メートルの完成を予定し、残り０.３５キロメート

ルについては関係機関と協議中で、Ｒ５以降予定

となっております。こちらの０.３５キロメートル

区間におきましては、１０年ほど前からラウンド

アバウト、連携交差点になります。こちらと平面

交差点、どちらがいいかという協議を地元と数回

にわたり行っております。役場のほうが最後に出

席させていただいたのは５年以上前だと思います

けれども、それから協議が滞っているということ

で、一応北海道といたしましては、令和５年以

降、着手していきたいという考えを持っておりま

すので、近々協議と説明会等があるかと思いま

す。 

 説明については以上でございます。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 ただいまの説明について、何かありますか。 

 澤出委員。 

○澤出委員 出てきてしまいましたので、ちょっ

と一言、携わったこともありますので。避難路と

してのいかんはここでは申しません。ハザード

マップの中で見れば、火砕流の来そうなところで

あるので、どうかという部分はありますけれど

も、それは八雲土現さんの考え方と北海道の考え

方ですから、ただ、申し上げたいのは、最後の周

遊道路との接点のところで、ちょっと最後に述べ

られましたけれども、ラウンドアバウト、これだ

けはちょっと考えを共通で町としても持っていた

だきたいなという部分で、観光協会さんも、今

回、人事が変わって、いろいろ考えが変わるかも

しれませんけれども、私がいたときに、ラウンド

アバウトに関しては賛成はしていないのですよ。

反対だったのです。というのは、何でかという

と、せっかく接道をかけてＹ字路にできること

で、シンプルにＹ字路にしてしまえばいいもの
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を、ある方がイギリス方式でラウンドアバウト、

国もラウンドアバウトをやろうと。ただ、それは

市街地とか、わりかし開けたところであればいい

ですけれども、例えば大沼公園交差点でラウンド

アバウト、私は反対しません。いいかもしれな

い、信号がなくなって、観光バスもあるけれど

も、この場所というのは、キツネとか、自転車道

もありますし、人通りが少ないところから、車も

少ないとかもあるし、季節になれば通りますから

いいのですけれども、冬になるとほとんど人が通

らないようなところなのですよね。除雪は頻繁に

やっているのですけれども、ラウンドアバウトに

すると除雪も大変ですし、何より年配の方が通る

ところが多いのと、以前だとインバウンドの方、

日本の交通事情を分からない方が結構自転車で通

る場所なので、そこに観光バスが通る、ぐるぐる

回ると。それはそれでいいのですけれども、時計

回りに回っているルールが分かっていればいいの

ですけれども、お年寄りの方、軽トラか何かで来

て逆走したりとか、ただでも逆走事件多いですか

ら、そうなった場合に、やっぱり事故率が上がっ

ていくのではないかなと。あと、イベントをやる

ときに、ラウンドアバウトを使うと、例えばグ

レートランとかやるときでも、かなり警備の面で

も大変なことになってくるなというような部分と

か、いろいろな不具合が出てきますので、できれ

ば単純にＹ字路にしていただきたいと。あとは自

動車の標識の問題もそうですけれども、かなりな

量の標識をつけなければならないことと、何より

も観光地で国定公園であるのに、かなりな面積の

伐採、森林の、環境破壊という面でもあまりよろ

しくない事例になるのかなと。 

 話を元に戻すと、ただ単に、以前だとこういう

とんがったところに先端に出るようなところです

から、両方ともドライブになると非常に危ないの

は危ないので、直していただきたかったのですけ

れども、今回だとこうつけますので、Ｙ字路に

なって、停止線を置けば両方見られますから、た

だ単にそれで信号をつけなくても大丈夫な場所に

なるはずです。それをわざわざ大規模工事にする

必要がどこにあるのかなと私は考えていますの

で、土木課のほうでよくよく検討なさって、その

辺のところは考えをしっかりさせていただければ

なと思っておりますけれども、その辺について、

今のところのお考えをお伺いしたいと思います。 

○横田委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 澤出委員おっしゃるとおり、

ラウンドアバウト自体はヨーロッパで普及されて

いる交差点形状でございます。イギリス等で、都

心部に限らず田舎路でも形成されているというこ

とでございますけれども、個人的意見になってし

まうかもしれませんけれども、雪の降る地帯で、

ラウンドアバウト、象徴ですとかランドマークと

いう言われ方をしますけれども、かなりライト

アップをしなければ、雪の降る地域では危ないと

思います。左折で入り、ぐるっと回って左折で出

るというのがラウンドアバウトですので、日本で

はラウンドアバウトの文化がございませんので、

お年寄りですとか、海外の方はどう走っていいか

分からないという状況ができると思います。除雪

をするにしても、除雪車がぐるぐる回りますの

で、雪が外に外に出ていく。常に除雪ではなく排

雪をしなければならない。あと、最少回転半径等

もございますので、かなり膨大な面積の伐採、用

地買収等をしなければならないということでござ

いますので、自分の個人的意見としましては、北

海道にはなじまないというふうに思います。北海

道にもないわけではなくて、釧路の幣舞橋の南側

に幣舞交差点というものがございます。あれはま

ちなかにございますので、周りからの照度、照明

等も十分あって、広さももともと十分広いところ

で、初期の段階から、街並み形成する前から形成

された交差点でございますので、あそこはあそこ

でなじんでいるものと思います。ただ、あそこは

ぐるっと回るというよりも、周りを膨らんで走る

という形状にもなってございますので、ちょっと

ヨーロッパでいうラウンドアバウトとはちょっと

違う形状をとっているものと思います。これから

令和５年度に着手ということですので、令和３年

度内に北海道のほうから協議があると思います

し、多分、地元説明も、協議もやっていかなけれ

ばならないと思いますので、その際は地元の意

見、北海道の意見をよく聞きながら、町としてで

きることをやっていきたいと思っております。 
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 以上です。 

○横田委員長 澤出委員。 

○澤出委員 ありがたい認識で、やっていただき

たいと思いますし、ただ、ちょっと１点出ていた

のが、住民意見が８割以上が賛成だという変な文

書が出ていましたので、含めて、もう一度大沼町

というか七飯町の意見としてのところはよくよく

精査してやっていっていただきたいと思いますの

で、多分、地元観光関係の人は、よくよく説明す

ると、多分、８割反対だと思います。その辺のと

ころの認識の差が森町との間にありますので、八

雲土現さんとの間に。ですから、向こうは防災路

として確立してほしいのと、周遊道路に出たとき

に安全性を担保してほしいと、その２点なのです

よね。ラウンドアバウトをつくってほしいという

話ではなかったのです、もともと。一部から出た

話ですから、その辺のところを含めて、もう一度

よくよく調査していただきたいと思いますので、

お願いの部分になりますけれども、ひとつよろし

くその辺の検討をいただければと思います。 

○横田委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 自分も最後に出席させていた

だいたのは多分５年ほど前の説明会だと思うので

すけれども、その際、森の赤井川の方とか、どの

方がどの地域から来ていたかはよく覚えていない

のですけれども、発言されていた方は赤井川の方

もおりまして、みんなみんな大沼の方ではなかっ

た。その中で、ラウンドアバウトをやりましょう

とか、反対だとかという中で意見が出ていたの

で、今後どういう方向になるかはちょっと、事業

主体が北海道になりますので、実際、施工するの

が町ではありませんけれども、町の立場として皆

さんの意見を集約して、北海道のほうにも働きか

けていきたいと思っております。 

 以上です。 

○横田委員長 よろしいですか。 

 あとありますか。よろしいですね。 

(「なし」と呼ぶ声あり) 

○横田委員長 それでは、きょうの協議事項の資

料請求に対する説明と質疑についてはこれをもっ

て終わりたいと思います。 

 副町長、経済部長、政策推進課長、商工観光課

長、土木課長、ありがとうございました。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時１０分 休憩 

────────────── 

午前１１時４３分 再開 

○横田委員長 休憩前に引き続き再開いたしま

す。 

 次回の新交通体系と観光に関する特別委員会で

すが、改めて資料というのを、町内の視察研修が

できるところを、これがいいのでないかというも

のがありましたら、今月中に事務局のほうに出し

ていただくということでよろしいですか。その

後、それをまとめて、次回の委員会をやりたいと

いうことでいくということで、そのような流れで

いいですか。 

(「はい」と呼ぶ声あり) 

○横田委員長 では、その流れで進めていきたい

と思います。 

 それでは、本日の委員会はこれをもって終わり

たいと思います。 

 その他ありますか。ごめんなさい。 

(「なし」と呼ぶ声あり) 

○横田委員長 次回の委員会は、委員長、副委員

長と事務局で決めてよろしいですか。 

(「はい」と呼ぶ声あり) 

○横田委員長 それでは、本日の委員会はこれを

もって終わります。ありがとうございました。 

 

午前１１時４４分 閉会 
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